
○札幌市議会政務活動費の交付に関する規則 

平成 13 年３月 30 日  

規則第 31 号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年

条例第８号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、政務活動費の

交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付申請等） 

第２条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、年度ごとに、

政務活動費交付申請書（様式１）を議長を経由して市長に提出しなければ

ならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費交付申請書に記

載した事項に変更が生じたときは、政務活動費交付申請書記載事項変更届

（様式２）を議長を経由して市長に提出しなければならない。 

３ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者で

あった者は、会派解散届（様式３）を議長を経由して市長に提出しなけれ

ばならない。 

（交付決定） 

第３条 市長は、政務活動費交付申請書の提出があった場合は、交付すべき

年度分の政務活動費の額を決定し、当該額を政務活動費交付額通知書（様

式４）により当該会派の代表者に通知するものとする。 

２ 市長は、政務活動費交付申請書記載事項変更届に基づき、交付すべき年

度分の政務活動費の額を変更した場合は、当該変更後の額を政務活動費交

付額変更通知書（様式５）により当該会派の代表者に通知するものとする。 

（収支報告書等の写しの送付） 

第４条 議長は、条例第７条の規定により提出された収支報告書の写し及び

領収書その他の証拠書類（以下「領収書等」という。）の写しを市長に送

付するものとする。 

（経理の方法） 

第５条 政務活動費の交付を受けた会派は、次に定めるところにより、政務

活動費に係る経理を行わなければならない。 

 (1) 会派の代表者が支出の決定を行うこと。 

 (2) 経理責任者は、会派の代表者が発行した収入支出伝票に基づいて出納

を行うこと。 



 (3) 経理責任者は、支払に当たっては、領収書を徴すること。ただし、領

収書を徴し得ない経費について支払を行う場合には、会派の代表者が発

行したその支払を証明する旨の書面をもってこれに代えることができる。 

 (4) 経理責任者は、政務活動費専用の預金口座及び会計帳簿を調製し、そ

の管理を適正に行うこと。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、前項の規定により取り

扱った会計帳簿等の書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限日

の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年を経過する日まで保存

しなければならない。 

（収支報告書の閲覧） 

第６条 条例第10条第２項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧は、収支

報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌

日から請求することができる。 

２ 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書及び領収書

等の写しに記載されている情報のうち札幌市情報公開条例（平成11年条例

第41号）第７条各号に該当する情報を除き、閲覧に供するものとする。 

３ 前項の閲覧は、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中に

行わなければならない。 

４ 収支報告書及び領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出すことがで

きない。 

５ 収支報告書及び領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加

筆等の行為をしてはならない。 

６ 議長は、前３項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又

は閲覧を禁止することができる。 

（期限等の特例） 

第７条 収支報告書の提出の期限が、札幌市の休日を定める条例（平成２年

条例第23号）第１条第１項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日

をもってその期限とみなす。 

２ 前条第１項の閲覧をすることができる最初の日（以下「閲覧開始日」と

いう。）が前項に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開

始日とみなす。 

   附 則 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 



 (1) 札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付に関する規則（昭和43年

規則第72号） 

 (2) 札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付に関する規則の施行細則

（昭和43年規則第73号） 

３ 前項の規定による廃止前の札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付

に関する規則第１条の規定により交付された調査研究費に係る決算状況の

報告については、なお従前の例による。 

   附 則（平成17年規則第20号） 

 この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（平成20年規則第15号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

  附 則（平成25年規則第６号） 

１ この規則は、平成25年３月１日から施行する。 

２ 改正前の札幌市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により行われ

た交付申請、交付決定及び交付請求のうち、平成25年３月分の政務調査費

に係る交付申請、交付決定及び交付請求については、改正後の札幌市議会

政務活動費の交付に関する規則の規定により行われた政務活動費に係る交

付申請、交付決定及び交付請求とみなす。 

３ 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（平成

25年条例第１号）による改正前の札幌市議会政務調査費の交付に関する条

例の規定により交付された政務調査費のうち、平成25年２月までの分とし

て交付された額に関する経理の方法については、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



様式１ 

年  月  日 

  (宛先) 札幌市長 

  (札幌市議会議長経由) 

            会 派 名    

代表者名           

政務活動費交付申請書 

  札幌市議会政務活動費の交付に関する規則第２条第１項の規定により、

下記のとおり申請します。 

記 

１ 会派の名称   

２ 会派結成年月日 

３ 代表者名 

４ 経理責任者名 

５ 所属議員数 人(  年  月  日現在) 

６ 交付申請額 

(  年度分) 

円 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式２ 

年  月  日 

  (宛先) 札幌市長 

  (札幌市議会議長経由) 

                会 派 名         

代表者名          

政務活動費交付申請書記載事項変更届 

  札幌市議会政務活動費の交付に関する規則第２条第２項の規定により、

下記のとおり届け出ます。 

記 

 １ 変更内容 

区分 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

会 派 の 名 称

代 表 者 名

経 理 責 任 者 名

所 属 議 員 数 人 人

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。



様式３ 

年  月  日 

  (宛先) 札幌市長 

  (札幌市議会議長経由) 

                 会 派 名          

代表者名           

会派解散届 

  札幌市議会政務活動費の交付に関する規則第２条第３項の規定により、

下記のとおり届け出ます。 

記 

 １ 解散した会派の名称 

 ２ 会派の解散年月日 

                        年  月  日 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式４ 

第     号 

年  月  日 

          様 

札幌市長          印

政務活動費交付額通知書 

      年   月  日付けで提出のありました政務活動費交付申請

書に基づき、下記のとおり決定しましたので、札幌市議会政務活動費の交

付に関する規則第３条第１項の規定により通知します。 

記 

 １     年度政務活動費交付決定額(年額) 

                              円 

                  (月額          円) 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式５ 

第     号 

年  月  日 

          様 

札幌市長          印

政務活動費交付額変更通知書 

      年  月  日付けで提出のありました政務活動費交付申請

書記載事項変更届に基づき、下記のとおり決定しましたので、札幌市議会

政務活動費の交付に関する規則第３条第２項の規定により通知します。 

記 

 １     年度政務活動費交付決定額(変更後の年額) 

                              円 

         (  年  月分から月額          円) 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 


